
1 

 

 令和７年度 奈良県広域水道企業団 水質検査計画 

                      水質管理センター 

水質検査計画の内容 

１  基本方針 ···························································· 2  

２ 事業の概要 ·························································· 2  

３ 水源の状況及び水質管理上の留意点 ···································· 3  

４ 水質検査地点、項目、頻度及びその理由 ································ 3 

５ 水質検査体制 ························································ 5  

６ 臨時の水質検査 ······················································ 5  

７ 水質検査計画及び水質検査結果の公表 ·································· 5 

８ 水質検査の精度と信頼性保証 ·········································· 5  

９ 関係機関との連携 ···················································· 6  

  表１～６ ···························································· 7  

 



2 

 

１ 基本方針 

本計画は、水道法施行規則（昭和 32 年 12 月厚生省令第 45 号）第 15 条第 6 項に規定

する水質検査計画として策定するものです（本計画は毎事業年度の開始前に策定するこ

とが義務づけられています）。 

奈良県広域水道企業団の水質検査についての基本方針は次のとおりです。  

（１）水源から蛇口までの水質管理を水質管理センターに一元化し、管轄区域を最適化

することを目指します。また２箇所の水質検査拠点（桜井浄水場内・御所浄水場内）で

水質検査を実施し、水質管理の質の向上とその管理業務の効率化を図ります。  

（２）水質検査地点は、全ての企業団構成市町村の給水末端を選定し、水質検査を実施

するとともに、用水供給を行う２市への供給地点（以下「受水地」という。）について

も実施します。 

また、必要に応じて水源、浄水場の入口（原水系）、出口（浄水）浄水場内の各処理

工程でも検査を実施します。 

（３）水質検査項目は、水道法で実施が義務づけられている水質基準項目、水質管理上

検査が必要な水質管理目標設定項目等とします。  

（４）水質検査頻度は、過去の水質検査結果等を考慮し、構成市町村の給水末端等の検

査頻度を統一し、給水区域内での水質検査体制を強化しました。  

（５）安全で良質な水道水を供給するため、適正な検査地点、項目及び頻度を設定し、

水道利用者の皆様に安心・信頼して利用していただける水質検査体制を目指します。 

 

２ 事業の概要 

奈良県広域水道企業団は、水需要の減少に伴う給水収益の減少、水道施設の老朽化によ

る更新需要の増加、職員の減少による技術力の低下など水道事業が直面する課題に対応す

るため、広域で連携し、水道利用者に対し安全で安心な水道水を将来にわたって持続的に

供給するために令和７年度から事業を開始します。 

 

水道事業 

給水区域 

（構成市町村内） 

（桜井浄水場系統） 

宇陀市 三郷町 河合町 

（御所浄水場系統）
 

大和高田市 大和郡山市 橿原市 御所市 香芝市 安堵町  

川西町 三宅町 高取町 明日香村 上牧町 王寺町 

（桜井・御所浄水場両系統）
 

天理市 桜井市 生駒市 平群町 斑鳩町 田原本町 広陵町  

（上記以外の浄水場を管理する市町） 

大和郡山市 天理市 桜井市 五條市 御所市 生駒市 宇陀市 

吉野町 大淀町 下市町 

給水人口 902,977 人（R5 年度） 

一 日 最 大 給 水 量 315,491m³（R5 年度） 

一 日 平 均 給 水 量 281,551m³（R5 年度） 
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用水供給事業 

給水対象 奈良市（桜井・御所浄水場両系統受水団体） 

葛󠄀城市（御所浄水場系統受水団体）  

一 日 最 大 給 水 量 23,589m³（R5 年度） 

一 日 平 均 給 水 量 16,965m³（R5 年度） 

 

３ 水源の状況及び水質管理上の留意点 

企業団内の浄水場の水源は、地表水、ダム、井戸水等多岐にわたります。各水源の一般

的な水質管理上の留意事項は,下記表のとおりです。 

また各浄水場の所在地、水源情報、浄水方式及び水質管理上留意すべき事項は、表１－

１～３のとおりです。各浄水場については、これらの事項（水質）に留意しつつ適切に管

理をしています。 

 

水源種別 一般的な留意事項 

表流水 

（河川・ダム・ 

ため池） 

河川水は、降雨等により濁度、色度が上昇しやすく、水質の変動が大

きい傾向があります。また河床に付着した藻類により pH が上昇するこ

とがあります。 

 ダム・ため池は、比較的水質変化は少ないが、河川と比べ富栄養化に

より有機物指標が高く、消毒副生成物の生成が多くなる傾向がありま

す。また障害を引き起こす生物の発生によりカビ臭が発生することや、

藻類の増殖により pH が上昇することがあります。 

表流水は一般的に人為的な汚染の可能性があるため、主要な水源流域

や水源に関する情報の収集に努めています。 

地下水 浅井戸は、水温等の地表の影響を受けることはありますが、地中でろ

過が行われるため、比較的水質の変動が小さく、安定しています。 

 深井戸は地表からの影響は小さいですが、地質由来と考えられる物質

（ヒ素、鉄、マンガン、ホウ素、塩化物イオン等）が高い濃度で検出さ

れることがあります。 

 

４ 水質検査地点、項目、頻度及びその理由 

企業団では以下の箇所で定期的に水質検査を実施します。 

◆ 構成市町村給水末端及び受水地 

◆ 浄水場 

◆ 水源 

 

（１）構成市町村給水末端及び受水地 

①検査地点 

構成市町村の給水末端については、水質基準値を満たしていることを効果的に確

認するため、主要配水系統毎に給水エリアの最末端を選定し、表２の検査地点で検

査を実施します。また、企業団は水道用水供給事業として、受水地で検査を実施し

ます。 

②検査項目及び頻度 
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各検査地点の検査項目及び頻度は下記の表のとおりです。 

構成市町村内の検査項目及び頻度は統一し、きめ細かな情報提供の観点から、省

略可能項目についても原則年４回検査をしますが、陰イオン界面活性剤、非イオン

界面活性剤、フェノール類の３項目については、過去の水質結果を鑑みて年 1 回ま

で検査を省略します。 

 

検査項目 目的 頻度 

水 質 基 準 項 目 法令で定められた項目が水質基準値を満たして

いることの確認のための検査 

表３－１ 

表４－１ 

１ 日 １ 回 行 う 検 査
 

（構成市町村給水末端）
 
法令で定められた、水道水の色・濁り・消毒効

果に問題が無いことを確認するための検査 

（計 113 地点について手分析等で実施） 

表４－２
 

水質管理目標設定項目 水道水質管理上留意すべき項目を検査 表３－３ 

表４－３ 

 

（２）浄水場 

①検査地点 

浄水場では、適切に浄水処理が行われているかを確認するため、浄水場の規模に

応じて、入口（原水系）と出口（浄水）、処理工程水について検査を実施します。 

②検査項目及び頻度 

各検査地点の検査項目及び頻度は下記の表のとおりです。 

 

検査項目 目的 頻度 

水 質 基 準 項 目 法令で定められた項目が水質基準値を満たして

いることの確認のための検査 

表３－１ 

表４－１ 

１ 日 １ 回 行 う 検 査 浄水処理工程の管理のため検査 表３－２ 

水質管理目標設定項目 

農 薬 類 

水道水質管理上留意すべき項目を検査 

水質管理目標設定項目における対象農薬類等

（表６の項目） 

表３－３ 

表４－３ 

要 検 討 項 目 毒性評価が定まらない物質等の監視のため検査 表３－４ 

表４－４ 

毎 日 毎 週 検 査 項 目 浄水処理工程の管理のため検査 表３－５ 

耐塩素性病原微生物検査項目 クリプトスポリジウム等の監視のため検査 表５ 

 

（３）水源（ダム・河川） 

①試験地点 

大規模浄水場（桜井浄水場、御所浄水場）では、送水エリア及び送水量が多く、

給水区域への影響が大きいことから、水質管理のレベルを強化しており、桜井浄水

場系統では室生ダム及び流入河川で、御所浄水場系統では上流のダムや取水地点を

含む河川で試験を実施します。 

②試験項目及び頻度 

水源の水質を把握し、適切に浄水処理を行うため、表３―６に示す項目と頻度で 
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試験を実施します。 

 

５ 水質検査体制 

適切な浄水処理により水道水の安全が保証され、緊急時にも迅速に結果が得られるよう

に水質管理センターで自己検査を実施します（ダイオキシン類のみ委託検査）。これによ

り水源から浄水場、さらに受水地及び給水栓に至るまで常に適切な水質管理が可能となり

ます。 

また水質検査は「水質基準に関する省令の規定に基づき環境大臣が定める方法」及び

「水質管理目標設定項目の検査方法」に則り行います。これらの規定がない検査の方法は

「上水試験方法（日本水道協会編）」などに則り行います。  

 

６ 臨時の水質検査 

次のような場合で水道水が水質基準に適合しない恐れがある場合は、関連する項目につ

いて臨時の水質検査を実施します。 

（１）水源の水質が著しく悪化したとき  

（２）水源に異常のあったとき 

（３）水源付近、給水区域及びその周辺等において消化器系感染症が流行しているとき  

（４）浄水工程に異常があったとき  

（５）導・送水管等の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがある

とき 

（６）その他特に必要があると認められるとき  

 

７ 水質検査計画及び水質検査結果の公表 

水質検査計画はホームページで公表し、検査結果の評価や皆様の意見に基づいて毎年見

直しを行います。また水質検査結果はホームページ等で公表します。 

 

８ 水質検査の精度と信頼性保証 

水質管理センターでは、水質検査の測定値の信頼性を確保し、正確かつ精度の高い検査

を行うために以下の取り組みを行っております。 

 ・標準作業手順書の策定 

・水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインに基づいた検査方法の妥当性評価 

・外部精度管理への参加と内部精度管理の実施 

 

また当企業団の前身団体の一つである奈良県水道局では精度管理と信頼性保証への取り

組みの一環として水道 GLP（水道水質検査優良試験所規範）の認定を平成 19 年に取得し、

令和５年度に４回目の認定更新を行いました。企業団としても、引き続き更新をしていく

方針です。 

水道 GLP の認定により、水道水質検査の信頼性と技術力が高く評価され、水道水の高精

度な検査結果が保証されたものと考えています。  

今後とも水道利用者の皆様の水道水質への期待に応えていくよう、より安全でおいしい

水づくりに取り組んでいきます。  
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【※水道 GLP とは？】 

・水道水質検査の精度と信頼性を確保するための認定基準のこと。  

・国際規格 ISO9001 及び ISO17025 の要求事項を基に、水道水質検査に特化して 

 (公社)日本水道協会が策定したもので、審査・認定・登録も同協会が実施。 

  〈水道 GLP 認定証〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JWWA-GLP029 

水道ＧＬＰ認定 

 ９ 関係機関との連携 

水源の水質異常時に速やかに対応するために環境省・国土交通省や水・大気環境課等の

県の関係機関との通報連絡体制を整備し、適切な浄水処理等により安全な水道水を供給で

きるように努めています。 

さらに桜井浄水場系統では水資源機構と意見交換を実施し、御所浄水場系統では流域の

関係機関で構成する「紀の川水質汚濁防止連絡協議会」に参加することで各水源における

水質保全を図っています 

 

ご意見等がございましたら下記までお寄せください。 

 〒636-0302  奈良県磯城郡田原本町大字宮古 404 番地７   

奈良県広域水道企業団 計画課 

Ｅメール：keikaku@union.nara-water.lg.jp 

   電話：0744-32-1267    FAX：0744-32-2718 

  

誘導結合プラズマ質量分析計

  

イオンクロマトグラフ 

<水道 GLP 認定マーク> 

 


























